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梨
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梨
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五
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一
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梨
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区
域
等
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る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
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…
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五
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二
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安
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会
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五
四
二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
三
号

山
梨
県
東
部
広
域
連
合
長
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
山
梨
県
東
部
広
域
連
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
七
年
七
月
十
一
日
付
け
で
許
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

大
月
市
大
月
町
大
月
字
関
屋
五
七
五
の
一
、
五
七
六
の
一
、
五
七
六
の
二
、
五
九
三

二
　
指
定
の
目
的

落
石
の
危
険
の
防
止

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
立
木
の
伐
採
を
禁
止
す
る
。

字
関
屋
五
七
五
の
一
・
五
七
六
の
一
・
五
九
三
（
以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

大
月
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
号

平
成
十
七
年
中
小
企
業
賃
金
事
情
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
調
査
の
目
的

県
内
の
民
間
企
業
に
働
く
労
働
者
の
賃
金
等
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
労
使
関
係
者
の
参

考
資
料
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
合
理
的
な
賃
金
管
理
及
び
労
使
関
係
の
安
定
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
十
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
三
五

山
梨
県
公
報
平
成
十
七
年

七
月
二
十
八
日

第
千
五
百
九
十
号

木　曜　日



二
　
調
査
事
項

１
　
初
任
給

（一）

平
成
十
七
年
新
規
学
卒
者
の
確
定
初
任
給

（二）

平
成
十
八
年
新
規
学
卒
者
の
初
任
給
見
込
額

２
　
平
均
賃
金

各
事
業
所
か
ら
従
業
員
を
抽
出
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
す
る
。

（一）

年
齢

（二）

勤
続
年
数

（三）

扶
養
家
族
数

（四）

平
成
十
七
年
七
月
支
給
分
の
所
定
内
賃
金
及
び
所
定
外
賃
金

（五）

平
成
十
七
年
七
月
支
給
分
の
所
定
内
賃
金
及
び
所
定
外
賃
金
の
根
拠
と
な
っ
た
労
働
時
間

３
　
事
業
所
の
現
況

（一）

常
用
労
働
者
数

（二）

労
働
組
合
の
有
無

（三）

定
年
制
の
有
無
及
び
定
年
年
齢

（四）

週
休
制
の
形
態

三
　
調
査
の
範
囲

１
　
調
査
地
域

山
梨
県
全
域

２
　
調
査
対
象

県
内
の
従
業
員
数
十
人
以
上
の
事
業
所
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
八
百
五
十
事
業
所

四
　
調
査
の
期
日

平
成
十
七
年
七
月
三
十
一
日
を
調
査
基
準
日
と
し
、
同
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
を

調
査
期
間
と
す
る
。

五
　
調
査
の
方
法

自
計
式
調
査
と
し
、
調
査
票
の
配
布
及
び
回
収
は
、
郵
送
に
よ
り
行
う
。

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
山
中
湖
忍
野
富
士
吉
田
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

富
士
吉
田
市
大
字
大
明
見
字
上
野
原
二
七
一
二
番

旧

二
〇
・
八
〜

三
〇
・
四

の
一
地
先
か
ら

二
一
・
六

富
士
吉
田
市
大
字
大
明
見
字
上
野
原
二
七
五
六
番

の
一
地
先
ま
で

新

三
二
・
〇
〜

三
〇
・
四

四
一
・
六

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
府
精
進
湖

甲
府
市
落
合
町
字
田
通
一
四
六
番
の

九
四
〇
・
〇
平
成
十
七
年

線

一
地
先
か
ら

七
月
二
十
九

東
八
代
郡
中
道
町
大
字
上
曽
根
笛
吹

日

川
左
岸
堤
防
敷
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
十
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

五
三
六



道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

四
一
一
号

笛
吹
市
大
字
石
和
町
市
部
字
西
町
一

二
六
〇
・
〇
平
成
十
七
年

道

一
〇
九
番
の
一
一
地
先
か
ら

七
月
二
十
八

笛
吹
市
大
字
石
和
町
市
部
字
仲
町
一

日

〇
三
九
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
石

和
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

一
四
〇
号

東
八
代
郡
中
道
町
大
字
上
曽
根
字
木

二
五
四
・
〇
平
成
十
七
年

道

ノ
下
一
七
八
三
番
の
一
地
先
か
ら

七
月
二
十
八

東
八
代
郡
中
道
町
大
字
上
曽
根
字
川

日

除
添
一
二
三
三
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

光
子
沢
大
野

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
光
子
沢
字
砂

一
三
四
・
四
平
成
十
七
年

線

子
神
一
七
九
九
番
の
四
地
先
か
ら

八
月
一
日

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
横
根
中
字
南

田
二
五
〇
九
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
有
限
会

社
ビ
ー
エ
ム
エ
ー
代
表
取
締
役
井
上
公
正
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
コ
モ
ア
し
お
つ
第
Ⅰ
地
区
Ｂ
建
築
協
定

（
建
築
協
定
認
可
第
二
十
一
号
）
を
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
積
水
ハ

ウ
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役
和
田
勇
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
コ
モ
ア
し
お
つ
第
Ⅲ
地
区
Ｄ
建
築
協
定
（
建

築
協
定
認
可
第
二
十
二
号
）
を
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
積
水
ハ

ウ
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役
和
田
勇
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
コ
モ
ア
し
お
つ
第
Ⅳ
地
区
Ａ
２
建
築
協
定

（
建
築
協
定
認
可
第
二
十
三
号
）
を
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
積
水
ハ

ウ
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役
和
田
勇
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
コ
モ
ア
し
お
つ
第
Ⅳ
地
区
Ｂ
２
建
築
協
定

（
建
築
協
定
認
可
第
二
十
四
号
）
を
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
積
水
ハ

ウ
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役
和
田
勇
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
コ
モ
ア
し
お
つ
第
Ⅳ
地
区
Ｂ
３
建
築
協
定

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
十
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

五
三
七



（
建
築
協
定
認
可
第
二
十
五
号
）
を
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
積
水
ハ

ウ
ス
株
式
会
社
代
表
取
締
役
和
田
勇
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
コ
モ
ア
し
お
つ
第
Ⅳ
地
区
Ｃ
建
築
協
定
（
建

築
協
定
認
可
第
二
十
六
号
）
を
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
北
杜
市
長
か
ら
協
議
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
大
蔵
地
区

基
盤
整
備
促
進
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
次
の

と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
縦
覧
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
、
条
例
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
二
十
五
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

北
杜
市
役
所

四
　
異
議
申
出
期
間

平
成
十
七
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
七
年
九
月
九
日
ま
で

公
　
　
　
告

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
新
財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
用
サ
ー
バ
機
器
等
（
第
一
期
）

一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
企
画
部
情
報
政
策
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
六
月
二
十
九
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社
　
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

五
　
落
札
金
額

月
額
　
三
十
七
万
七
千
二
百
六
十
五
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
七
年
五
月
十
九
日

'

山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
決
算
の
公
表

山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
の
平
成
十
六
年
度
の
決
算
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長
　
　
西
　
　
室
　
　
　
　
　
覚

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
十
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

五
三
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
十
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

五
三
九



'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
富
士
吉
田
市
新
西
原
四
丁
目
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ

っ
た
。平

成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

白
須
伊
三
男

富
士
吉
田
市
下
吉
田
七
百
四
十
六
番
地

荒
井
　
繁

富
士
吉
田
市
下
吉
田
七
百
五
十
八
番
地

白
須
　
豊

富
士
吉
田
市
下
吉
田
六
百
十
三
番
地

藤
江
　
道
子

山
梨
市
小
原
西
七
番
地
二
　
マ
ン
シ
ョ
ン
マ
ル
ブ
ン
Ｂ
―
一
〇
一

古
屋
　
よ
う

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
三
千
八
百
八
十
九
番
地
三

宮
下
　
正
雄

富
士
吉
田
市
松
山
一
丁
目
四
番
五
号

宮
野
総
太
郎

富
士
吉
田
市
下
吉
田
七
百
十
六
番
地

和
光
　
泰

富
士
吉
田
市
松
山
三
丁
目
四
番
十
四
号

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
上
切
四
一
八
二
の
一
一
、
四
一
八
二
の
一
二
、
四
一
八
二
の
一
三
、
四

一
八
二
の
一
四
、
四
一
八
二
の
一
五
及
び
四
一
八
二
の
一
六
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
昭
和

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
下
飯
田
三
丁
目
十
番
十
七
号
　
有
限
会
社
一
坪
商
事
　
代
表
取
締
役
　
中
澤
勉

'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

韮
崎
市
竜
岡
町
大
字
若
尾
新
田
字
道
白
島
八
二
三
の
一
、
八
二
三
の
三
、
八
二
五
、
八
二
六
の
一

、
八
二
六
の
三
、
八
二
七
の
一
、
八
二
七
の
三
、
八
二
八
の
一
、
八
二
九
の
一
、
八
二
九
の
二
、
八

三
〇
の
一
、
八
三
〇
の
三
、
八
三
一
の
一
、
八
三
一
の
三
、
八
三
二
、
八
三
三
の
一
、
八
三
三
の
三

、
八
三
四
、
八
三
五
の
一
、
八
三
五
の
三
、
八
三
六
の
一
、
八
三
六
の
三
、
八
三
七
の
一
、
八
三
七

の
三
、
八
三
八
の
一
、
八
三
八
の
三
、
八
三
九
の
一
、
八
三
九
の
三
、
八
三
九
の
四
、
八
三
九
の
五

、
八
四
〇
の
一
、
八
四
〇
の
三
、
八
四
一
の
一
、
八
四
一
の
三
、
八
四
二
の
一
及
び
八
四
二
の
三
の

区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
路

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
北
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
韮
崎

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

静
岡
県
静
岡
市
八
幡
五
丁
目
二
十
六
の
二
十
一
　
株
式
会
社
Ａ
Ｂ
Ｃ
　
代
表
取
締
役
社
長
　
冨
田

直
樹

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
十
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

五
四
〇



山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
内
　
　
藤
　
　
い
づ
み

山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規

則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
市
川
の
項
中
「
三
珠
町
、
市
川
大
門
町
、
六
郷
町
」
を
「
市
川
三
郷
町
」
に
改
め
る
。

第
二
条

山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
山
梨
の
項
中
「
、
塩
山
市
」
を
削
り
、「（
東
山
梨
郡
）
勝
沼
町
、
大
和
村
」
を

「
甲
州
市
」
に
改
め
る
。

第
三
条

山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
甲
府
の
項
中
「
（
中
巨
摩
郡
）
玉
穂
町
、
昭
和
町
」
を
「
中
央
市
の
う
ち
旧
玉
穂
町
の

区
域
、（
中
巨
摩
郡
）
昭
和
町
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
甲
府
学
区
市
川
学
区
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

甲
府
学
区

中
央
市
の
う
ち
旧
田
富
町
及
び
旧
豊
富
村
の
区
域

市
川
学
区

第
四
条

山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
甲
府
の
項
中
「
甲
府
市
」
を
「
甲
府
市
の
う
ち
旧
中
道
町
及
び
旧
上
九
一
色
村
を
除
く

区
域
」
に
改
め
、
同
表
市
川
の
項
中
「
（
西
八
代
郡
）」
を
「
甲
府
市
の
う
ち
旧
上
九
一
色
村
の
区

域
、
（
西
八
代
郡
）
」
に
改
め
、
「
上
九
一
色
村
の
う
ち
大
字
梯
、
古
関
」
を
削
り
、
同
表
吉
田
の

項
中
「
、（
西
八
代
郡
）
上
九
一
色
村
の
う
ち
大
字
精
進
、
本
栖
及
び
富
士
ヶ
嶺
の
区
域
」
を
削
る
。

別
表
第
二
甲
府
学
区
石
和
学
区
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

甲
府
学
区

甲
府
市
の
う
ち
旧
中
道
町
の
区
域

石
和
学
区

笛
吹
市
の
う
ち
旧
境
川
村
の
区
域

第
五
条

山
梨
県
立
高
等
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
日
野
春
の
項
中
「
及
び
旧
武
川
村
の
区
域
、（
北
巨
摩
郡
）
小
淵
沢
町
」
を
「
、
旧
武

川
村
及
び
旧
小
淵
沢
町
の
区
域
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。一

　
第
一
条
の
規
定
　
平
成
十
七
年
十
月
一
日

二
　
第
二
条
の
規
定
　
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

三
　
第
三
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

四
　
第
四
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
一
日

五
　
第
五
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
内
　
　
藤
　
　
い
づ
み

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
の
表
山
梨
県
峡
東
教
育
事
務
所
の
項
位
置
の
欄
中
「
塩
山
市
」
を
「
甲
州
市
」

に
改
め
、
同
項
所
管
区
域
の
欄
中
「
東
山
梨
郡
、」
及
び
「
、
塩
山
市
」
を
削
り
、「
及
び
笛
吹
市
」

を
「
、
笛
吹
市
及
び
甲
州
市
」
に
改
め
る
。

第
二
条

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
の
表
山
梨
県
峡
中
教
育
事
務
所
の
項
中
「
及
び
甲
斐
市
」
を
「
、
甲
斐
市
及
び

中
央
市
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
教
育
事
務
所
の
所
管
区
域
に
つ
い
て
は
、
第

十
四
条
第
二
項
の
表
山
梨
県
峡
中
教
育
事
務
所
の
項
中
「
中
央
市
」
と
あ
る
の
は
「
中
央
市
（
旧

豊
富
村
の
区
域
を
除
く
。
）」
と
、
同
表
山
梨
県
峡
東
教
育
事
務
所
の
項
中
「
及
び
甲
州
市
」
と

あ
る
の
は
「
、
甲
州
市
及
び
中
央
市
（
旧
豊
富
村
の
区
域
に
限
る
。
）」
と
読
み
替
え
て
こ
れ
ら

の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
条

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
の
表
中
「
東
八
代
郡
中
道
町
」
を
「
甲
府
市
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
中
「
山
梨
県
峡
中
教
育
事
務
所
の
項
中
」
の
下
に
「「
、
甲
府
市
」
と
あ
る
の
は

「
、
甲
府
市
（
旧
中
道
町
及
び
旧
上
九
一
色
村
の
区
域
を
除
く
。）」
と
、」
を
、「
山
梨
県
峡
東
教

育
事
務
所
の
項
中
」
の
下
に
「「
山
梨
市
」
と
あ
る
の
は
「
甲
府
市
（
旧
中
道
町
の
区
域
に
限
る
。）、

山
梨
市
」
と
、
」
を
加
え
、「
と
読
み
替
え
て
」
を
「
と
、
同
表
山
梨
県
峡
南
教
育
事
務
所
の
項
中

「
及
び
南
巨
摩
郡
」
と
あ
る
の
は
「
、
南
巨
摩
郡
、
南
都
留
郡
（
富
士
河
口
湖
町
の
う
ち
旧
上
九
一

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
十
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

五
四
一



色
村
の
区
域
に
限
る
。）
及
び
甲
府
市
（
旧
上
九
一
色
村
の
区
域
に
限
る
。）」
と
、
同
表
山
梨
県
富

士
北
麓
・
東
部
教
育
事
務
所
の
項
中
「
南
都
留
郡
」
と
あ
る
の
は
「
南
都
留
郡
（
富
士
河
口
湖
町
の

う
ち
旧
上
九
一
色
村
の
区
域
を
除
く
。）」
と
読
み
替
え
て
」
に
改
め
る
。

第
四
条

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項
の
表
山
梨
県
峡
北
教
育
事
務
所
の
項
中
「
北
巨
摩
郡
、」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。一

　
第
一
条
の
規
定
　
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

二
　
第
二
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

三
　
第
三
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
一
日

四
　
第
四
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
十
五
日

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号

山
梨
県
立
養
護
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
内
　
　
藤
　
　
い
づ
み

山
梨
県
立
養
護
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

山
梨
県
立
養
護
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
梨
県
立
甲
府
養
護
学
校
の
項
中
「
東
山
梨
郡
、
」
及
び
「
、
塩
山
市
」
を
削
り
、
「
並
び

に
上
野
原
市
」
を
「
、
上
野
原
市
及
び
甲
州
市
」
に
改
め
、
同
表
山
梨
県
立
か
え
で
養
護
学
校
の
項

中
「
東
山
梨
郡
、」
及
び
「
、
塩
山
市
」
を
削
り
、「
及
び
笛
吹
市
」
を
「
、
笛
吹
市
及
び
甲
州
市
」

に
改
め
る
。

第
二
条

山
梨
県
立
養
護
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
梨
県
立
甲
府
養
護
学
校
の
項
中
「
及
び
甲
州
市
」
を
「
、
甲
州
市
及
び
中
央
市
」
に
改
め
、

同
表
山
梨
県
立
わ
か
ば
養
護
学
校
（
小
学
部
・
中
学
部
）
の
項
及
び
同
（
高
等
部
）
の
項
中
「
及

び
甲
斐
市
」
を
「
、
甲
斐
市
及
び
中
央
市
（
旧
豊
富
村
の
区
域
を
除
く
。）」
に
改
め
、
同
表
山
梨

県
立
か
え
で
養
護
学
校
の
項
中
「
及
び
甲
州
市
」
を
「
、
甲
州
市
及
び
中
央
市
（
旧
豊
富
村
の
区
域

に
限
る
。）」
に
改
め
る
。

第
三
条

山
梨
県
立
養
護
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
梨
県
立
甲
府
養
護
学
校
の
項
中
「
（
上
九
一
色
村
の
う
ち
精
進
、
本
栖
及
び
富
士
ヶ
嶺
の

区
域
を
除
く
。
）」
を
削
り
、
同
表
同
（
高
等
部
）
の
項
中
「
（
上
九
一
色
村
の
う
ち
精
進
、
本
栖

及
び
富
士
ヶ
嶺
の
区
域
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
北
巨
摩
郡
」
の
下
に
、
「
、
甲
府
市
（
旧
上
九

一
色
村
の
区
域
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
表
同
ふ
じ
か
わ
分
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

同
ふ
じ
か
わ
分
校
　
　
　
　
　
　

西
八
代
郡
、
南
巨
摩
郡
及
び
甲
府
市
（
旧
上
九
一
色
村

の
区
域
に
限
る
。）

同
表
山
梨
県
立
ふ
じ
ざ
く
ら
養
護
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
立
ふ
じ
ざ
く
ら
養
護
学
校
　
南
都
留
郡
（
道
志
村
を
除
く
。）
及
び
富
士
吉
田
市

同
表
山
梨
県
立
か
え
で
養
護
学
校
の
項
中
「
甲
府
市
」
の
下
に
「
（
旧
上
九
一
色
村
の
区
域
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
四
条

山
梨
県
立
養
護
学
校
通
学
区
域
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
山
梨
県
立
甲
府
養
護
学
校
の
項
、
山
梨
県
立
わ
か
ば
養
護
学
校
（
小
学
部
・
中
学
部
）
の
項

及
び
同
（
高
等
部
）
の
項
中
「
、
北
巨
摩
郡
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。一

　
第
一
条
の
規
定
　
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日

二
　
第
二
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
二
月
二
十
日

三
　
第
三
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
一
日

四
　
第
四
条
の
規
定
　
平
成
十
八
年
三
月
十
五
日

公
安
委
員
会

'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
田
　
　
中
　
　
法
　
　
昌

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

放
置
駐
車
違
反
シ
ス
テ
ム
　
一
式

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
五
百
九
十
号
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
八
日

五
四
二



２
　
借
入
物
品
等
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
借
入
期
間

平
成
十
八
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

４
　
借
入
場
所

山
梨
県
警
察
本
部
長
が
指
定
す
る
場
所

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
七
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
―
〇
〇
三
二
　
山
梨
県
甲
府
市
中
央
一
丁
目
十
番
一
号
　
山
梨
県
警
察
本
部

交
通
部
交
通
企
画
課
庶
務
担
当
　
電
話
〇
五
五
―
二
三
五
―
二
一
二
一

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
の
１
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
七
年
九
月
十
四
日
午
後
一
時
三
十
分
　
山
梨
県
庁
北
別
館
五
〇
一
会
議
室

４
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日
午
後
四
時

５
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め

ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

６
　
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
借
入
物
品
等
を
納
入
で
き
る
と
山
梨
県
警
察
本
部
長
が
認
め
た
入
札
者
で

あ
っ
て
、
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

免
除

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

４
　
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た

す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
三
の
１
の
場
所
に
平
成
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

の
間
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日

を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。
）
に

提
出
し
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

６
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

ofthe
products

to
be
procured

D
evelopm

entofa
parking

violation
m
anagem

entsystem
,1
Set

2
D
ate
and
tim
e
fortender

1:30PM
Septem

ber14,2005
3
B
ureau

in
charge

G
eneralaffairs

Section,Traffic
Planning

D
ivision,Traffic

D
epartm

ent,
Y
am
anashiPrefecturalPolice

H
eadquarters

10-1
C
huo
1-chom

e
K
ofu-shi

Y
am
anashi-ken
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